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社会課題の解決に向き合
い、活動する団体にイン
タビューをしました。より
詳しい内容を協会ホーム
ページに掲載しています。
ぜひご覧ください。�→
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子どもと向き合う
１対１の保育を実施
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「ミステリ作家が考える司法への市民参加」
というテーマで記念講演をした作家の芦辺拓さ
んは、コンテスト審査員としてトークセッション
に参加しました。その中で、選外だった高齢の
女性の裁判員体験記で、裁判所に“出勤”し、

ディスカッションに参加した体験を
淡 と々述べて、「裁判員のお手当で
欲しかった鍋を買いました」と記さ

れていたことを取り上げ、「日
常の延長の中に組み込まれ
ている裁判員の姿が描かれ

ている」と評価しました。その一方で、「裁判員
を辞退した理由を『会社が許さないため』と答
えたら労働基準監督署がやってきた」というネ
ットの書き込みに触れ、「裁判を遠いものと考え
てはいけない」とただしました。
もうひとりの審査員の大上薫さんは裁判員の
経験者。「私も桐井さんと同じようにモヤモヤし
た気持ちが残った。それを率直に言葉にした作
品を読んで、裁判員になるハードルが少し下がっ
た気がする」と、裁判員体験記を残すことの意
義を語りました。

遠方の受賞者が多く、会場のCANVAS谷
町に訪れたのは、桐井さんと長岡さんの2
人。和田さんはオンラインで参加しまし
た。桐井さんは「裁判員になるのを辞
退するのはもったいと思う」と受賞
のあいさつで語り、入選作では
「精神的に少しダメージがやってき
た」と、補充裁判員体験の辛さ
を綴りながら、応募の動機を「決

して忘れてはいけないという想いを文章とし
て残すために…私から何か発信できれば」
と述べています。

長岡さんは「刑事裁判の傍聴は、小さい事件で
も『はて』と感じることがある。被告人が罪を犯
すまでの経緯を何時間も聴いていると、いろいろ
な立場の人がいることを知る。多くの人が傍聴す
れば、社会全体が変わり、こうした犯罪は起きな
いのではと思う」と語り、和田さんは、中学生の
時から続ける裁判の傍聴で感じたことを「被告人
の人生や人間模様を間近で見ら
れ、司法が生活と地続きにあ
る」と話しました。

裁判員ACTは裁判員制度が開始された2009年、
裁判員候補者になった川畑恵子さんの呼びかけで、協
会にチームが立ち上がりました。
１．市民目線で裁判員制度を知り、考える機会を作
り、時に提言も行う

２．裁判傍聴を通じて、司法の現況についての認識
を深め、時に提言も行う

３．身近な題材を通じて、子どもたちの法的なもの
の考え方を身につける

４．市民の、市民による、市民のための司法を実現
する事業を周知し、目的達成の一助とする

を活動のテーマにしています。
裁判事例から犯罪の背景を探る「裁判アイズ・オンラ

イン」、裁判員裁判を傍聴する「傍聴カフェ」、裁判員
制度を知るための「公開学習会」などを開催していま
す。
協会の情報誌「ウォロ」でも「傍聴カフェ‐裁判か

ら見える社会」と
して、介護殺人未
遂、知的障害者
の放火、薬物依
存のひき逃げなど
の事件の傍聴記
を2022年8・9
月号までに32回
連載しました。報
道だけでは、表面的な理解になりがちな刑事事件の裁
判をじっくり傍聴し、又は裁判員体験を通して、事件の
背景にある社会課題の本質に迫る。それを語り合い、
社会のあり方を考えることも裁判員ACTの活動の醍醐
味の一つです。� （取材・編集委員　神野武美）

刑事裁判の裁判員制度は、2009年の開
始から今年5月21日で丸15年を迎えました。
市民目線で裁判員制度を考え、司法に市民
の力を活かせるような場づくりを行ってきた協
会の「“裁判員ACT”裁判への市民参加を進
める会」チームは、「2023裁判傍聴記・裁

判員体験記コンテスト」を
実施。制度15周年を記念し
て、4月21日に「受賞式・記
念講演トークセッション」を行
いました。応募総数は51編。
最優秀賞（森野賞）は「該当な
し」でしたが、優秀賞に、小松
﨑有美さん「私の想い」と小松

崎潤さん「償い」の傍聴記、入選に、桐井
美菜子さんの裁判員体験記「たった一ヶ月、
されど一ヶ月の裁判員裁判に参加して」、長岡
あずささんの傍聴記一般部門「誓い」、和田
七望さんの傍聴記学生部門「あの日を手繰り
寄せて」の計5編が選ばれました。
元裁判官の森野俊彦・審査委員長（弁護士）

は「入選作のうち2つは、『補充裁判員』の
経験と『執行猶予の取り消し裁判』という珍
しいケース。それを知ることができたのは貴
重でした」と評し、「裁判は市民による広い
意味での監視が必要。傍聴者が多いほど、
裁判官も緊張して取り組むようになる」と、
市民参加の重要性を強調しました。

１．傍聴者が多いと裁判官も緊張して取り組む

２．小さい事件でも「はて」と感じることがある

３．日常生活の中の裁判員裁判

2023裁判傍聴記・
裁判員体験記コン
テスト受賞作品集

４．参加者同士が語り合い、事件の本質に迫る

裁判員ACTに
ついてはこちら

ア ク ト


